
令和７年度前橋市設備投資支援補助金交付要項 
令和７年４月１日から適用 

取扱担当課 
 前橋市役所産業政策課（前橋市役所６階） 
           電話 ０２７－８９８－６９８３（直通） 
              ０２７－２２４－１１１１ 
           電子メールアドレス kougyou@city.maebashi.gunma.jp 

この補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおり。 

交付目的 市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるい

は省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助

することにより、本市の産業の活性化を図る。 

内 

容 

用語の 

定義 

１ 直接的な生産性の向上に寄与する設備 

  事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出

す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的

に生産性を高めることを「生産性の向上」という。これらの効果を新

規導入・更新し、使用されることによってもたらす設備のこと。 

２ 省エネ推進に寄与する設備 

事業者が受診した省エネ診断等（公的機関等によるもので、令和５

年４月１日以後に診断結果がでたもの）により、事業所の使用エネル

ギー削減や、二酸化炭素排出量等の減少が見込まれる設備のこと。 

３ 省エネ診断 

・一般社団法人省エネルギーセンターが実施する診断事業 

・一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する診断事業 

・県等が指定した機関の診断事業 

４ リース契約 

  ファイナンスリース契約であり以下の条件を満たすもの 

  ・リース期間中の中途解約が不可であること 

    ・リース物件の選定がリース利用者側で行われていること 

  ・残価設定のあるリース契約でないこと 

  ・リース期間が法定耐用年数の７０％以上（１０年以上は６０％以 

上）の契約であって、リース期間が３年以上の契約であること。 

５ 小規模企業者 

中小企業基本法第２条第５項に規定する範囲のもの（下表のとお

り）。ただし、個人事業主を除く。 

業種 従業員数 

卸売業、小売業、サービス業 ５人以下 

製造業、その他 ２０人以下 



６ 事業所 

  事業者が自らの事業の活動場所として使用し、他者に賃貸する目的

以外の建物等 

７ 進出企業 

  本市の工業専用地域、工業地域若しくは前橋都市計画亀里地区計画

の地域又は平成２６年３月３１日に解散した前橋工業団地造成組合

が造成した造成地内（住宅団地の用に供するものを除く。以下この項

において同じ。）、若しくは群馬県企業局が造成した造成地内に２，０

００平方メートルを超える土地を取得し、又は賃借し、自ら事業活動

を行おうとする企業 

８ 資産 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第４項に規定す

る償却資産のうち、耐用年数１年以上かつ取得価格が１０万円以上の

もの 

補助対象

者 

次のいずれにも該当するものとする。 

１ 市内で１年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個

人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合

同会社、士業法人等)、又は進出企業 

ただし、次に掲げる業種の事業者を除く。 

 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条に規定するもの 

 (2)主たる業種が日本標準産業分類（統計法（平成１９年法律第５３

号）第２条第９項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日

本標準産業分類をいう。）のうち、次に掲げるもの 

  ア Ａ－農業、林業 

  イ Ｂ－漁業 

  ウ Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業 

  エ Ｏ－教育、学習支援業のうち、次の中分類 

８１－学校教育 

  オ Ｐ－医療、福祉 

  カ Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、次の中分類 

９３－政治・経済・文化団体 

９４－宗教 

９５－その他サービス業 

９６－外国公務 

  キ Ｓ－公務（他に分類されるものを除く。） 

２ 暴力団排除に関する要件 

次に掲げる事項の全てに該当すること。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平 

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以 



下同じ。）でないこと。  

(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう以下同

じ。）でないこと。 

(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でない

こと。 

(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でな

いこと。 

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどして

いる者でないこと。 

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与する

など直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与

している者でないこと。 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用

している者でないこと。 

(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 

３ 市税を完納しているもの 

交付の対

象となる

事業及び

経費 

１ 対象事業 

直接的な生産性の向上に寄与する設備の新規導入又は既存設備の更

新にかかる事業、若しくは省エネ推進に寄与する設備の新規導入又は既

存設備の更新にかかる事業であって、次の（１）から（７）のいずれの

要件を満たす事業 

(1)市内事業所（１拠点）内に設置、使用する設備の導入・更新 

(2)国、県、市、その他地方公共団体、民間団体、企業等からの同一対

象経費に対して補助を受けていない 

(3)中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の税制特例対

象設備等の導入・更新事業ではない 

(4)耐用年数１年以上で取得価額が１０万円以上の資産を調達する 

(5)令和８年２月２７日までに設置まで完了し、リース契約による設備

の導入によるもの以外については、設備の導入に係る費用の支払い

を完了し、実績報告を行うことができる 

(6)原則として発注する相手方を市内事業者（前橋市内に本店・支店を

有する者）とする。ただし、市内事業者では施工できない工事や取

り扱いのない設備の発注等に該当する場合は、交付申請書兼誓約書

に発注できない理由を記載することで市外事業者へ発注できるもの

とする 

（7）リース契約による物件の調達の場合は、リース会社とのリース契 

約により設置するものであること。 

２ 対象経費 

次に該当する経費を補助対象とする。 

資産購入費 対象事業の実施に必要な資産の購入に係る経費 

設計費 対象事業の実施に必要な機械設備等の設計に係る経費 



取付工事費 対象事業の実施に不可欠な工事に係る経費 

初期設定費 対象事業の実施に不可欠な初期設定・操作指導に係る経費 

３ 対象外経費 

次に該当する事業及び経費は補助対象外とする。 

ただし、特段の理由があって市長が認めた場合は対象となる場合が

ある。 

(1) 譲渡、交換、貸し付け、又は担保を目的とした事業 

(2) 直接的な人員削減を目的とした事業 

(3) 事業専用ではなく、私的な使用を目的とした事業 

(4) 補助金申請以前に着手したものに係る経費 

(5) 中古設備に係る経費(再リース、二次リース、転リース含む） 

(6) 保守料やサブスクリプションによる経費 

(7) 振込等手数料（代引き手数料、リース契約に係る手数料等） 

(8) 消費税等の公租公課 

(9) 親会社、子会社、グループ会社等関連会社（資本関係にある会

社、役員を兼務している会社等）に支出する経費 

(10)令和７年度の前橋市ＤＸ推進補助金の対象となる経費 

(11)車両及び運搬具、その他自走可能な設備 

(12)公的機関が実施する事業に係るもの 

(13)営利目的の売電事業、余剰電力の売電事業 

(14)事業所外（野立て等）に設置する設備 

(15)解約可能なファイナンスリース及びオペレーティングリース、 

レンタル契約 

(16)複数事業者による共同申請、ただしリース契約に係るリース会 

社との共同申請は除く 

(17)その他本要項目的に合致しないもの 

交付金額 交付金額は予算の範囲内で次のとおりとし、千円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てる。なお、生産性向上設備導入枠及び省エネ設

備導入枠は重複して申請することはできないものとする。 

【生産性向上設備導入枠】 

 
個人事業主 

法 人 

小規模企業者 その他 

補助率 
補助対象経費の 

３分の１以内 

補助対象経費の 

５分の１以内 

補助上限額 ５０万円 １００万円 １５０万円 

事業所税加算額  
納付額又は５０万円 

いずれか低い方 

※事業所税加算後の補助額は対象経費を超えることはできない。 

 



【省エネ設備導入枠】 

補助率 補助対象経費の３分の１以内 

補助上限額 １００万円 

事業所税加算額 納付額又は５０万円のいずれか低い方 

※事業所税加算後の補助は対象経費を超えることはできない。 

【事業所税加算について】  

前橋市企業立地促進条例施行規則で定める事業促進助成金又は前橋市

事業拡張サポート補助金に関する要綱で定める事業促進補助金の交付を

受ける事業者で、交付額の算定基礎となる事業所税額が、本補助金で対

象となる事業所税額と重複する場合は、納税額から重複額を除いた額と

５０万円を比較して少ない金額を交付額に加算できることとし、千円未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

また、令和６年度前橋市設備投資支援補助金（生産性向上設備導入

枠・省エネ設備導入枠）及びＤＸ推進補助金で当該期間分の事業所税加

算を受けている場合は、本年度における本補助金の事業所税加算はでき

ない。 

交付条件 １ この補助金の利用は、１事業者につき１回までとする。また、令和

７年度前橋市ＤＸ推進補助金を利用する場合、本補助金は利用できな

いものとする。 

２ 補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じる

ことを求められた場合は、これに応じなければならない。 

３ 補助対象経費の支払いは、現金、現金振込で支払うこととし、令和

８年２月２７日までに決済を終え、リース契約による物件の調達に係

るものを除き補助対象資産の所有権を自らが有することとする。 

ただし、市長がやむを得ないと判断する特別の事情があると認める場

合は、この限りではない。 

４ 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、

帳簿等を常備し、事業終了後５年間保存し、提出を求められた場合は、

これに応じなければならない。 

５ 補助対象者は、補助事業により取得（リース調達）し、又は効用の

増加した資産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反し

て使用し、移動、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならな

い。ただし、補助対象者が補助金の全部に相当する金額を市に返還し

た場合並び減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）に定める期間を経過した場合、又はリースの場合はリ

ース期間が満了した場合は、この限りではない。 

６ 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規則第

３４号）、本要項及び交付決定通知書に記載の交付条件を遵守し、事



業を行わなければならない。 

交

付

申

請

手

続

等 

交付申請

の方法、

時期等 

１ 申請時期 

【生産性向上設備導入枠】 

(1)第１期 

  令和７年６月２日（月）から６月１３日（金）まで 

(2)第２期 

   令和７年１０月１日（水）から１０月１５日（水）まで 

【省エネ設備導入枠】 

随時受付（予算上限額到達時まで） 

２ 提出書類 

【生産性向上設備導入枠】 

(1) 交付申請書兼誓約書（様式第１号又は 1号の２） 

(2) 事業費収支予定内訳書（様式第１号別紙１） 

(3) 見積書（メーカー・型番記載のもの） 

(4) 実施設計書（導入する設備の仕様書） 

(5) 事業所在地等を証明できる書類 

法人：現在事項証明書又は履歴事項全部証明書（１年以内のもの） 

個人：運転免許証等 

(6) 決算書（個人事業主の場合は確定申告書） 

(7) 事業所税領収証（事業所税加算を受ける場合のみ） 

(8) その他市長が必要と認める書類 

【省エネ設備導入枠】 

(1) 交付申請書兼誓約書（様式第１号の３又は４） 

(2) 事業費収支予定内訳書（様式第１号別紙１） 

(3) 見積書（メーカー・型番記載のもの） 

(4) 省エネ診断結果又はそれに類するもの 

(5) 実施設計書（導入する設備の仕様書） 

(6) 事業所在地等を証明できる書類 

法人：現在事項証明書又は履歴事項全部証明書（１年以内のもの） 

個人：運転免許証等 

(7) 決算書（個人事業主の場合は確定申告書） 

(8) 事業所税領収証（事業所税加算を受ける場合のみ） 

(9) その他市長が必要と認める書類 

リース契約の場合は上記に加えて下記の書類を提出 

(1) リース会社が用意する補助対象設備に関する見積書等の写し 

(2) リース会社の事業所在地等を証明できる書類 

現在事項証明書又は履歴事項全部証明書（１年以内のもの） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 



３ 提出方法 

  産業政策課窓口へ持参するか、メールで提出すること。 

交付決定

の時期等 

 申請書類等の審査及び調査を行い、受理した日から３０日以内に、交

付の可否、金額、条件等を決定し、通知する。 

なお、申請時期における申請金額の合計が、予算額を上回った場合に

は、受付期間後に公開抽選を実施することとする。抽選実施の有無及び

抽選結果等については本市ホームページに掲載する。 

実績報告

書の提出 

１ 事業の支払い（決済含む）、納品、設置の全ての手続き・作業を完

了し、補助事業完了後３０日以内又は令和８年２月２７日のいずれか

早い日までに、次の書類により報告すること。 

ただし、市長がやむを得ないと判断する特別の事情があると認める

場合は、この限りではない。 

(1) 実績報告書（様式第３号又は様式第３号の２又は様式第３号の 

３又は様式第３号の４） 

(2) 事業費収支内訳書（様式第３号別紙１） 

(3) リース料金算定根拠明細書（様式第３号別紙２） 

 (4) 補助対象経費の契約額を証明する書類の写し（請求書等） 

 (5) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し（領収書等） 

 (6) 完成写真（設置写真及び型番部分が確認できる写真） 

 (7) リース契約書等の写し（リースの場合） 

 (8) リース料金の算定根拠がわかる書類（リースの場合） 

(9) その他市長が必要と認める書類 

２ 上記により提出された書類等の審査及び調査を行い、補助金額を確

定し、補助金額確定通知書により通知する。 

請求の方

法、支払

時期等 

１ 補助金額確定通知書受領後、補助金交付請求書（様式第５号）によ

り請求すること。 

２ 上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支払うも

のとする。 

対象事業

が変更等

となった

場合の手

続 

１ 補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、

変更等の手続きを行うこと。その場合は、速やかに変更等承認申請書

（様式第６号）を提出し、承認の決定を受けなければならない。 

ただし、交付決定通知書により通知した内容の変更を伴わない軽微

な変更については申請書の提出は不要とする。 

変更等承認申請書が必要な変更内容 

補助対象経費 
補助対象経費が３０パーセント以上変更される 

場合（内訳の変更は除く） 



代表者等 代表者及び所在地等が変更となる場合 

その他 
補助事業の目的及び実施方法等について大幅な変

更を希望する場合 
 

変更等承

認決定の

時期等 

 変更等承認申請書を受理した日から３０日以内に、承認の可否を決定

し、通知する。 

交付決定

の取消し

又は補助

金の返還 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されるもの

とする。 

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき 

(2) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき 

(3) リース契約期間満了前に合意解約等したもの 

２ 次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなければなら

ない。 

(1) 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消された場合、

その取り消しに係る部分の金額 

(2) 交付を受けた補助金額が、交付の対象となる事業及び経費の実績

額に基づき積算し、確定した金額を超える場合、その超える部分

の金額 

様 

式 

申請書等

の様式 

１ 交付申請書兼誓約書            様式第１号 

交付申請書兼誓約書（リース用）      様式第１号の２ 

交付申請書兼誓約書（省エネ枠）      様式第１号の３ 

交付申請書兼誓約書（省エネ枠リース用）  様式第１号の４ 

事業費収支予定内訳書            様式第１号別紙１ 

２ 交付決定通知書                           様式第２号 

３ 実績報告書                               様式第３号 

実績報告書（リース用）                   様式第３号の２ 

実績報告書（省エネ枠）          様式第３号の３ 

実績報告書（省エネ枠リース用）      様式第３号の４ 

事業費収支内訳書             様式第３号別紙１ 

リース料金算定根拠明細書                 様式第３号別紙２ 

４ 補助金額確定通知書            様式第４号 

５ 補助金交付請求書                         様式第５号 

補助金交付請求書（省エネ用）       様式第５号の２ 

６ 変更等承認申請書                         様式第６号 

７ 変更等承認通知書                         様式第７号 

 


